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100％親子間の金銭債権に対する
貸引の繰入が不可に

税務上の貸倒引当金

法人は、自らが有する金銭債権について、将

来の貸倒れに備え、一定額を貸倒引当金として

設定する場合があります。

税務上は、この貸倒引当金の設定について、

すべてを認めておらず、設定できる法人の範囲

や、設定することができる上限額（ 繰入限度額）

などを定めています。

貸倒引当金の繰入限度額

税務上における貸倒引当金の繰入限度額

は、次の2種類に区分して計算します。

貸倒引当金の改正

令和2年度税制改正により、貸倒引当金の
対象となる金銭債権（ 個別評価金銭債権およ

び一括評価金銭債権）から、完全支配関係が

ある他の法人に対して有する金銭債権が除外

されました。これは、連結納税制度がグループ

通算制度に改組された影響によるもので、令

和4年4月1日以後に開始する事業年度から
の適用です。

なお、完全支配関係とは、下図①②のような

一の者が法人の発行済株式等（ 自己株式等を

除く ）の全部を直接若しくは間接に保有する一

定の関係、又は下図③のような一の者との間に

その一定の関係がある法人相互の関係をいい

ます。たとえば下図①の100％親子間の金銭
債権は、税務上、貸倒引当金の設定が認められ

ません。これまで設定してきた場合には、改正

適用後の初めての事業年度での戻入額と繰入

額との差額（ 益金算入額）が大きくなる可能性

があります。ご注意ください。

令和4年4月1日以後開始事業年度から、完全支配関係にある法人への金銭債権に対する貸
倒引当金の設定が、税務上認められなくなりました。

区分 繰入限度額 対象となる主な金銭債権

個別

評価

金銭

債権

債務者ごとに

計算した回収

不能見込額の

合計額

法的措置に伴い貸倒れ等の損

失が見込まれる次の金銭債権

●売掛金、貸付金その他これら

に類する金銭債権

●保証金や前渡金等について

返還請求を行った場合に

おけるその返還請求債権

一括

評価

金銭

債権

事業年度終了

時に有する

右の金銭債権

（ 上記個別評

価金銭債権を

除く ）の合計額

に貸倒実績率

等を乗じて

計算した額

●売掛金、貸付金

●益金の額に算入された、未収

の譲渡代金等、未収地代家

賃等又は貸付金の未収利子

●益金の額に算入された未収

の損害賠償金

●保証債務を履行した求償権

●売掛金、貸付金等の債権に

ついて取得した受取手形（ 割

引手形・ 裏書手形を含む）

参考： 国税庁税大講本 法人税法（ 令和4年度版）

① ② ③

P社 A社

100％
所有

100％
所有

100％
所有

S社 B社

C社

一の者（ 法人・ 個人）

100％
所有

100％
所有

D社 E社

内が完全支配関係

サンプル事務所

免税事業者におけるインボイス登録と
簡易課税制度

1. 経過措置

 (1) 内容
  免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の
 属する課税期間であれば、課税期間の途中から適格請求書発行事業者の登録を受けることができる。

 (2) 2年縛り
  通常、免税事業者が課税事業者となることを選択した場合、2年間は再び免税事業者となることは出
 来ないが、(1)の適用を受けた場合には、登録を受けた課税期間に応じて次の通り2年縛りの取扱いが
 異なる。
  ① 令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受ける場合
    2年縛りの対象外となる
  ② ①の期間以外の課税期間に登録を受ける場合
    2年縛りの対象となる

2. 簡易課税制度選択届出書の提出期限

  簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則としてその適用を受けようとする課税期間の初
 日の前日までに簡易課税制度選択届出書を所轄税務署⾧に提出しなければならない。
  ただし、1．の経過措置の適用を受けた事業者は、登録日の属する課税期間中に簡易課税制度選択届
 出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。
  

 インボイス制度開始まで残り1年を切りました。インボイス制度では、免税事業者からの課税仕入れにつ
いて仕入税額控除を受けることが出来ません。そのため免税事業者は、課税事業者となり適格請求書（イン
ボイス）発行事業者となるかどうかの判断に迫られることになります。
 ここでは、免税事業者の適格請求書発行事業者の登録に係る経過措置と、この経過措置を適用する場合の
簡易課税制度選択届出書の提出期限についてご紹介します。


